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１．南魚沼市財政計画の変更経緯 

当市の財政計画は、国の三位一体改革による平成 16 年度からの一般財源の大幅な削減を受

け、合併間もない平成 17 年 12 月に財政健全化計画を策定し、平成 18 年度から 22 年度までの

5か年で 71億円の歳出削減を行いました。 

その後、平成 18年度の通年決算が明らかになり、合併市としての全体の決算状況が見えてき

たことや新市まちづくり計画に基づく事業の実施が始まること、加えて厳しい財政状況を踏ま

えて将来の財政見通しを立てる必要があることから、平成 19 年 12 月に第１次財政計画を策定

しました。 

平成 20年には、アメリカの金融危機に端を発して国の経済状況が大幅に悪化しました。市の

財政も市税の落ち込みなどで大きな影響を受け、財政計画の見直しを迫られ、平成 21 年 12 月

に変更(変更１)を行っています。そして、平成 23年３月の東日本大震災、７月の新潟福島豪雨

災害と大災害により大きな影響を受けたこと、新市まちづくり計画に掲載した大規模事業の事

業費が具体的になってきたことから、平成 24年６月に財政計画の変更(変更２)を行ったところ

です。 

平成 28年に、第２次総合計画及び地方創生総合戦略の策定を受けて、平成 28年度から 37年

度までの 10年間を計画期間とした第２次財政計画を策定しました。当時、人口減少や合併特例

措置の普通交付税算定替や合併特例債の終了に伴い、財源確保が懸念されていました。将来に

わたって現在の市民サービスの水準を維持するためには、投資的経費の縮減と徹底した経費の

削減に取り組み、持続可能な行財政基盤の構築を進める必要があったためです。 

２．第３次財政計画策定の経緯と目的 

平成 28年度に策定された第２次総合計画の基本計画は令和２年度までの前期と令和３年度か

らの後期のそれぞれ５年間と位置付けられており、社会情勢や市民のライフスタイルの変化、

また予想を上回る人口減少、少子高齢化への対応を今まで以上に実践的に推進するため、第２

期となる総合戦略の役割を「戦略プロジェクト」として組み込んだ後期基本計画が令和３年３

月に策定されました。 

また、公共施設等総合管理計画の策定により、今後行っていくべき公共施設の長寿命化及び

統廃合等にかかる大まかなスケジュール等が示されました。 

第２次財政計画も総合計画と同様に、策定から４年が経過し、この間に、幼児教育・保育の無

償化の開始、会計年度任用職員制度の導入、税制改正などの財政運営に大きな影響を与える制

度変更が数多くありました。 

このような市の主要な計画や制度変更に加え、新型コロナウイルス感染症による市政への影

響や、広域ごみ処理施設建設という大規模事業に直面する中で、公共施設等総合管理計画及び

ふるさと納税による影響を既存の計画に組み入れるにあたって、推計方法を根底から見直す必

要に迫られました。また推計の見直しに伴って財政的な目標を設定するにあたり、第２次財政

計画の残りの計画期間では適正な設定とすることが困難であることから、今後も持続可能で健

全な財政運営を行うために、令和３年度から令和 12年度までを計画期間とした第３次財政計画

を策定することとしました。今回策定する財政計画は、将来の財政健全化と持続可能な財政運

営を行うため、予算編成や財政運営の指標として活用することとします。 
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３．これまでの財政状況の推移 

  平成 18 年度から令和２年度までの地方財政状況調査を基にした歳入歳出の決算状況は次の

とおりである。 

 

１）歳入の推移 

 
  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

財産運用他 1,307 1,051 1,411 1,380 1,329 1,131 1,213 1,478 2,965 4,137 949 1,281 856 863 948

市債 2,871 2,351 2,568 2,972 4,971 4,967 6,205 4,953 2,901 4,683 3,546 3,156 2,523 2,060 1,787

繰越金 508 530 446 832 732 803 1,006 1,022 1,242 1,137 1,696 1,006 1,037 898 1,481

繰入金 1,149 189 1,466 1,286 108 822 602 167 789 212 556 19 626 579 531

寄附金 47 14 34 6 17 30 5 3 6 109 99 932 1,178 1,743 3,726

国県支出金 2,778 2,936 3,300 5,074 6,171 5,722 5,667 6,651 5,202 5,316 5,348 5,504 4,991 5,396 12,041

分担金他 1,916 1,925 1,847 1,934 1,813 1,994 1,947 1,838 1,733 1,900 1,525 1,564 1,422 1,303 1,218

地方交付税 9,179 8,975 9,501 10,270 10,784 11,203 10,940 11,012 11,193 11,324 11,279 11,237 11,144 11,139 11,325

譲与税他 1,898 1,322 1,262 1,210 1,212 1,161 1,080 1,093 1,162 1,621 1,469 1,535 1,600 1,705 1,807

市税 7,539 8,144 7,996 7,717 7,545 7,532 7,634 7,463 7,463 7,312 7,377 7,324 7,320 7,328 7,237

合計 29,192 27,437 29,831 32,681 34,682 35,365 36,299 35,680 34,656 37,751 33,844 33,558 32,697 33,014 42,101
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表A-1単位：百万円 

 

■市税：平成 19年度をピークに減少し、平成 27年度からおおよそ横ばい。 

■地方交付税：平成 19年度から増加し、平成 27年度がピーク。平成 28年度からは合併算定

替特例期間が終了する令和３年度に向けて大幅な減少が予想されていたが、その減少幅は

想定よりも小さなものとなっている。 

■市債：平成 22年度から大規模建設事業や大規模災害の発生により増加したものの、大規模

建設事業が概ね終了した平成 30年度には平成 20年度の水準にまで落ち着いている。 

ポイント 
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２）歳出の推移 

 

   

  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

投資・出資金他 2,159 297 1,056 1,144 753 233 1,845 903 727 1,377 198 592 922 1,542 3,106

繰出金 3,335 3,243 3,469 4,469 3,534 3,527 3,645 3,869 4,075 3,809 4,059 3,974 3,913 2,123 2,166

公債費 4,369 4,555 5,716 4,573 4,125 4,027 3,930 3,950 4,207 4,303 4,411 4,347 4,125 4,205 4,319

災害復旧費 388 7 95 73 13 2,341 2,714 1,537 258 10 2 63 32 107 105

普通建設事業費 3,633 3,500 3,283 4,491 8,017 5,211 4,712 6,696 6,543 8,403 6,071 5,128 4,224 4,104 3,019

補助費等 2,214 2,349 2,641 4,008 3,132 3,588 3,265 2,754 2,429 3,301 3,164 3,159 3,181 4,219 10,537

扶助費 2,279 2,557 2,626 2,734 3,603 4,112 4,016 4,087 4,382 4,360 4,765 4,480 4,437 4,618 4,563

維持補修費 1,134 1,444 1,056 1,393 1,601 1,595 1,644 1,458 1,888 1,419 1,461 1,652 1,594 1,136 1,788

物件費 3,030 3,038 3,188 3,264 3,662 4,282 4,144 4,163 4,089 4,286 4,048 4,537 4,700 4,867 5,453

人件費 6,120 6,001 5,869 5,800 5,438 5,443 5,361 5,020 4,921 4,786 4,660 4,589 4,671 4,612 5,418

合計 28,661 26,991 28,999 31,949 33,878 34,359 35,276 34,437 33,519 36,054 32,839 32,521 31,799 31,533 40,474
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表A-2
単位：百万円 

 

■歳出総額：平成 22 年度から合併特例債を活用した大型建設事業が進められたこと及び新

潟・福島豪雨災害等の復旧工事が平成 23～25 年度に行われたことから増加。平成 27 年度

は南魚沼市民病院建設工事の受託により大きく増加。令和２年度は新型コロナ対策により

大きく増加。 

■人件費：合併直後の平成 18 年度から減少を続け、平成 29 年度に過去最少となりそれ以降

は令和元年度までおおよそ横ばい。令和２年度は会計年度任用職員制度の開始により増加。 

■物件費及び扶助費：増加傾向。平成 18 年度から令和元年度までの 13 年で物件費は約 1.6

倍、扶助費は約 2.0倍。 

■補助費：増加の大きな要因としては、南魚沼市民病院の設置による影響や下水道会計が令

和元年度に地方公営企業法全部適用となったことにより、下水道事業に対しては、繰出金で

はなく補助金となったことがあげられる。 

ポイント 
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３）市債残高の推移 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

その他市債 29,869 26,514 22,194 19,177 16,668 15,407 14,180 12,628 10,861 9,619 8,627 7,945 7,785 7,508 7,168

合併特例債 4,474 5,898 7,358 8,656 11,238 13,048 16,165 18,324 18,483 19,898 20,073 19,621 18,311 16,917 15,310

臨時財政対策債 5,669 6,218 6,660 7,403 8,736 9,674 10,595 11,501 12,277 12,904 13,213 13,462 13,586 13,324 12,908

合計 40,012 38,630 36,212 35,236 36,642 38,129 40,940 42,453 41,621 42,421 41,913 41,028 39,682 37,749 35,386
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表A-3単位：百万円 

 

■市債残高：平成 18 年度に 400 億 1,200 万円程であったものが、平成 21 年度には 352 億

3,600 万円程に減少。平成 23 年７月新潟・福島豪雨災害や大原運動公園、図書館といった

大規模事業が続いたことから残高は上昇し、平成 27 年度では 424 億 2,100 万円程になっ

た。その後は普通建設事業費のピークを越えたことから減少を続け、令和２年度には 353億

8,600万円程度にまで減少。 

■臨時財政対策債：残高は年々増加していったものの、平成 30年度頃から発行額と償還額の

つり合いがおおよそ取れ始め、横ばい傾向。 

■合併特例債：大型建設事業に伴い年々大きく増加。平成 28年度にピークを迎え、そこから

減少が続いている。 

■その他市債：合併から現在に至るまでの市債の多くを合併特例債で発行していたこともあ

り、平成 18年度から減少を続け、約 298億 6,900万円あった残高は、令和２年度には約 75%

減少し約 71億 6,800万円となっている。 

ポイント 
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４）基金残高の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

その他基金 651 659 934 899 878 839 809 798 785 787 781 773 762 773 1,124

ふるさと応援基金 474 889 2,162

合併振興基金 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,257 3,773 3,673 3,573 3,473 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373

減債基金 10 10 10 10 437 217 17 104 104 104 104 104 104 104 104

財政調整基金 1,603 1,617 2,116 2,828 2,799 2,407 2,243 2,871 2,352 2,355 1,925 2,293 2,051 2,120 2,327

合計 4,648 4,670 5,444 6,121 6,498 5,720 6,842 7,446 6,814 6,719 6,183 6,543 6,764 7,259 9,090
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表A-4単位：百万円 

 

■基金残高：平成 23 年７月新潟・福島豪雨災害の影響により平成 23 年度に大きく減少。平

成 25年度には約 74億 4,600万円に回復。その後平成 28年度までは減少が続いたものの、

返礼品事業を開始したふるさと納税を原資とした積立を始めたため、平成 29 年度から増加

が続いている。 

■財政調整基金：平成 21年度には 28億 2,800万円程あった残高が、平成 23年７月新潟・福

島豪雨災害の復旧工事への対応などから平成 24 年度は 22 億 4,300 万円程の残高となる。

その後、国からの交付金の年度間調整のため平成 25 年度に一時的に増加したものの次年度

には同水準に戻り、平成 28 年度には土地開発公社解散に伴う土地の購入により残高が減少

し、令和２年度には 23億 2,700万円程度の残高となっている。 

■合併振興基金：平成 24年度に 16億 1,590万円の積立を行い、平成 28年度までは毎年 1億

円を取り崩して該当事業へ充当していたが、平成 29年度からは取崩しを行わず残高を維持。 

■ふるさと応援基金：ふるさと納税返礼品事業の開始に伴い平成 30年度に基金を設置し新た

な積立てを開始。 

ポイント 
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５）健全化判断比率の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

将来負担比率 206.4 176.3 167.4 155.9 158.1 159.9 153.9 155 158.9 146.4 132.3 126.3 106.5 71.0

実質公債費比率 23.5 22.9 22.1 20.7 19.1 17.5 16.9 16.3 15.4 15.2 15.2 15.5 14.0 12.9
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表A-5
将来負担比率

単位：％
実質公債費比率 

単位：％ 

 

■実質公債費比率：平成 27年度までは順調に低下していたが、南魚沼市民病院建設に伴い、

平成 30年度まで横ばいが続く。令和元年度及び２年度は、下水道事業が地方公営企業法全

部適用となった影響などにより、公営企業債償還のための繰入金が減少し、大きく低下。 

■将来負担比率：平成 22 年度までは順調に低下。平成 23 年度以降は大型建設事業による市

債残高の増加が続いたものの、増加した市債の多くが合併特例債だったため大きな増とは

ならず、平成 27年度までは横ばいで推移。平成 28年度からは市債残高の減少に加えて公営

企業債残高減少の影響などもあり、改善傾向。令和元年度及び令和２年度は順調なふるさと

納税の伸びに伴う、ふるさと応援寄附金の増により充当可能財源が増加し大幅減。 

ポイント 
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４．今後の財政状況の推計（シミュレーション１） 

 （財源不足への対応を実施しなかった場合） 

 

１）推計方法 

  地方財政状況調査における普通会計（一般会計、城内診療所特別会計）を対象に、令和３年

度から令和 12年度までの財政状況について推計。 

令和３年度の数値は当初予算額を基に推計。令和４年度以降の数値は、平成 25年度から令和

２年度の決算額を基に推計。 

 

２）推計内容 

  推計を行った数値は以下の通り。 

  ①歳入歳出決算額（地方財政状況調査の性質別） 

  ②年度末市債残高（一般会計） 

  ③年度末基金残高（一般会計） 

  ④健全化判断比率（将来負担比率及び実質公債費比率） 

 

３）将来人口の設定 

  令和３年１月に策定された「南魚沼市人口ビジョン 2020」から令和 2、7、12年の人口及び世

代別人口を引用し、推計。（社人研準拠推計値） 

(単位：人) 

年度 総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口 

令和２年 55,598 6,780 30,301 18,517 

令和７年 52,514 6,114 27,632 18,768 

令和 12年 49,362 5,527 25,506 18,329 

 

４）条件設定にあたっての特記事項 

①広域ごみ処理施設建設事業：事業費は推計に含まない。 

推計時点で規模や負担率の見直しが必要となり、その事業費等が不明なため有効な推計がで

きず、控除した額での推計としたほうが、適切であると判断したため。 

②ふるさと納税による寄附：毎年 20億円の歳入を見込んで推計。 

・令和元年度実績では 17 億 2,886 万円、令和２年度実績では 33 億 9,327 万円の収入となる

が、近隣市町村の寄附額推移の傾向や歳入を強く見すぎることの弊害を勘案し、20億円と

見込む。実際の財政運営と同様に、ふるさと納税にかかる歳入と歳出は同額となるように

推計。 

・令和４年度以降 

  歳入：ふるさと納税寄附金 20億円、財政調整基金繰入金（定期便分）2億 4,000万円 

  歳出：ふるさと納税推進事業費 10 億 4,000 万円、ふるさと応援基金積立金 9 億 6,000 万

円、財政調整基金積立金（定期便分）2億 4,000万円  
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③繰越金：令和３年度以降はゼロとして推計。 

令和２年度決算による歳入歳出差額から 7 億円を差し引き、残った額をすべて財政調整基

金に積み立てたと仮定し、令和３年度以降の歳入歳出差額は財政調整基金による調整とし、

その基金残高の増減に反映させた。ただし、歳入歳出差額による歳入（繰入金）歳出（積立

金）は決算推計額に算入していない。 

令和２年度決算による歳入歳出差額から差し引いた 7 億円は、毎年の実質収支額として同

額を引き継いでいく額としている。 

④災害復旧費：災害がいつ起こるか想定できないものの、平成 23年７月新潟・福島豪雨災害以

外の災害復旧費の平均額を 9,720 万円として毎年計上し、それに伴う歳入も計上しその差額

は一般財源で補うこととした。なお、平成 23年７月新潟・福島豪雨災害と同規模の災害は財

政調整基金で不足する財源を補うこととし、今回の推計には算入していない。 

 

５）歳入決算額推計 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

財産運用他 933 943 904 835 822 847 878 773 676 635

市債 2,324 1,947 2,238 3,880 2,824 2,452 2,133 1,732 1,821 1,711

繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰入金 527 379 375 275 275 275 275 275 275 275

寄附金 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

国県支出金 5,691 5,078 4,993 4,998 5,201 4,835 4,837 4,840 4,842 4,874

分担金他 1,227 1,264 1,273 1,332 1,226 1,202 1,187 1,181 1,122 1,121

地方交付税 11,410 11,097 10,704 10,620 10,592 10,222 10,248 10,130 10,086 10,011

譲与税他 1,739 1,727 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729

市税 6,806 6,717 6,963 6,867 6,872 6,874 6,776 6,775 6,776 6,678

合計 32,657 31,152 31,179 32,536 31,541 30,436 30,063 29,435 29,327 29,034
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表B-1単位：百万円

 

■推計方法：令和３年度の決算額は、平成 25年度から令和元年度における予算額と決算額の

比較を行い、その比率や令和２年度の執行状況等により推計。 

■推計条件：令和４年度以降の歳入推計条件は以下のとおり。 

ポイント 
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歳入推計条件 

性質別区分 推計条件 

市税 

 

コロナウイルス感染症の影響を、リーマンショックに倣って推計。 

個人市民税：人口減少による納税者の減少と、共働きの増加や婚姻率の低 

下による納税者の増加がほぼ釣り合う推計 

・均等割：令和３年度で 10.0％減少し、それ以降同額で推移。 

・所得割：令和３年度で 10.0％減少し、令和４年度は同額。令和５年度に

令和元年度水準まで回復し、そこから同額で推移。 

法人市民税：令和３年度は当初予算策定時の安全率は見込まず推計。 

・均等割：令和４年度に 1.0％減少し、以降は同額で推移。 

・所得割：令和４年度に 10.0％減少し、以降は同額で推移。 

固定資産税 

・土地：毎年 2.0%の減少を見込む。 

・家屋：評価見直しの年に 3.6％の減少、それ以外の年は 1.3％増を見込む 

・償却：毎年 0.5％の減少を見込む 

譲与税・交付金 令和３年度決算推計額と同額で推移。 

地方交付税 

  

① 普通交付税：令和３年度決算額について基準財政収入額、基準財政需要

額を推計し算出。令和７年度までは、公債費並びに事業費補正及び急減

補正の影響を算入し推計。令和８年度以降は公債費並びに事業費補正

の影響に加え、国勢調査人口の減少による影響を加え推計 

②特別交付税：平成 27年度から令和２年度決算額の平均で固定 

分担金・負担金 

使用料・手数料 

①分担金・負担金：令和元年度決算額を基本に、他市町村分担金のうち可

燃及び不燃ごみ処理施設整備計画（長寿命化）にかかる分の増減を各年で

調整し推計。 

②使用料・手数料：令和３年度決算推計額を基本とし、保育園分を出生数

の減少に合わせて毎年 1,000 千円の減少、保育園以外分は住宅及び各施設

使用料を毎年 500千円減少として見込む 

国県支出金 

 

投資的事業以外：扶助費の伸びに合わせ、令和３年度決算推計から毎年扶

助費充当分を 0.15％増で見込む。 

投資的事業：公共施設等総合管理計画及び総合計画で予定する事業を積み

上げ、その想定事業費を基に国県支出金を算出し、各年を推計。なお、災

害復旧費充当分として毎年 75,000千円を加算。 

寄附金 令和３年度以降、ふるさと納税寄附金として 2,000,000千円を見込む。 

繰入金 財政調整基金繰入金（定期便分）：令和３年度は 400,000千円、令和４年度

以降は 240,000千円で固定。 

森林環境譲与税基金、国際交流及び文化スポーツ基金、文化・スポーツ奨

励棚村基金：合計 34,746千円で固定。 
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人材育成及びﾘｿﾞｰﾄｵﾌｨｽ田園都市構想松井基金：令和２年度から５年度の間

に、事業費と同額で加算。 

中越大震災地域復興支援基金：令和２年度から４年度の間に事業費と同額

で加算。 

繰越金 令和３年度以降ゼロで推移 

地方債 通常事業分：国県支出金の投資的事業分と同様に、公共施設等総合管理計

画及び総合計画で予定する事業を積み上げ、その想定事業費を基に地方債

発行可能額を算出し、各年を推計。 

災害復旧費充当分：毎年 16,000千円を加算。 

臨時財政対策債：令和３年度以降を 1,000,000 千円で推計し加算。推計に

は借換債を含む。 

財産収入・諸収入 財産収入：地価の下落、公共施設削減、老朽化等に伴う減少を見込み、令

和３年度決算推計から毎年 500千円減少。 

諸収入：令和３年度決算推計から給食費実費徴収金が毎年約 10％減少。そ

の他経常的なものは据置きとするが、普通建設事業費にかかる他市町から

の受託事業収入を各年に計上。 

 

６）歳出決算額推計 

 
 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

投資・出資金他 1,500 1,489 1,459 1,428 1,397 1,375 1,343 1,312 1,276 1,255

繰出金 2,174 2,226 2,239 2,251 2,263 2,276 2,288 2,301 2,313 2,326

公債費 4,183 4,177 3,989 3,880 3,930 4,091 3,665 3,368 3,384 2,952

災害復旧費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

普通建設事業費 3,387 3,434 3,867 5,445 4,217 3,210 3,149 3,206 2,243 2,410

補助費等 4,379 3,904 3,819 3,768 3,833 3,821 3,814 3,824 3,827 3,795

扶助費 4,457 4,463 4,470 4,477 4,484 4,490 4,497 4,504 4,510 4,517

維持補修費 1,393 1,390 1,389 1,387 1,385 1,384 1,382 1,381 1,379 1,378

物件費 5,762 4,962 5,081 4,977 4,950 5,055 5,088 5,065 5,069 5,456

人件費 5,868 5,660 5,631 5,603 5,575 5,547 5,520 5,492 5,464 5,437

合計 33,200 31,802 32,041 33,313 32,131 31,346 30,843 30,550 29,562 29,623
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表B-2単位：百万円
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歳出推計条件 

性質別区分 推計条件 

人件費 再任用職員の比率増加、デジタル化促進による時間外勤務手当の削減を見

込み、令和３年度決算推計から毎年 0.5％減少を見込む。 

物件費 経常的経費：令和３年度決算推計を基本とし、毎年 0.2％の増加を見込む。

臨時的経費：公共施設等総合管理計画及び総合計画の実施計画で予定する

事業を積み上げ、それ以外の経費として 300,000 千円を追加。また、ふる

さと納税推進事業費分で 1,040,000千円を加算。 

維持補修費 除排雪経費：平成 25年度から令和２年度までの決算額のうち、最大値（平

成 26年度）と最小値（令和元年度）を除いた平均額を採用。 

除排雪経費以外：減少傾向にあり、令和３年度決算推計から毎年 0.5％の

減少を見込む。 

扶助費 令和３年度決算推計から毎年 0.15％増加で推移。 

補助費等 企業会計補助金：各会計の収支計画等から推計。 

企業会計補助金以外：令和３年度決算推計から同額で推移。 

普通建設事業費 公共施設等総合管理計画及び総合計画の実施計画で予定する事業の積み上

げ。学校の長寿命化等については事業費が不確定なものが多いため、令和

４年度以降を毎年 300,000 千円と見込む。その他の普通建設事業費を約

300,000千円と見込み加算。 

災害復旧費 平成 23年７月新潟・福島豪雨災害以外の災害復旧費の平均額を 97,200千

円として毎年計上。 

公債費 最新の償還計画に、歳入推計の地方債から元利償還金を予想し積み上げて

推計。 

積立金 各基金の運用益積立て分は令和３年度決算推計と同額を毎年見込む。 

財政調整基金積立金はふるさと納税にかかる定期便分を毎年 240,000 千円

計上。ふるさと応援基金は毎年 960,000千円を計上。 

投資及び出資金 令和３年度決算推計を基本とし、預託金等を段階的に減額。 

繰出金 

 

国民健康保険特別会計：令和５年度まで総合計画の実施計画額とし、その

後は令和２年度から令和５年度までの増加率を参考に推計。 

後期高齢者医療特別会計：令和５年度まで総合計画の実施計画額とするが、

その後は同額で推計。 

介護保険特別会計：令和３年度決算推計額から毎年 20,000千円の増を見込

む。 

その他について、令和４年度以降は令和３年度決算推計と同額で推移。 

 

■推計方法：令和３年度の決算額は、平成 25年度から令和２年度における予算額と決算額の

比較を行い、その比率等により推計。 

■推計条件：令和４年度以降の歳出推計条件は以下のとおり。 

ポイント 
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７）歳入歳出決算推計による歳入歳出差額 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）市債残高推計 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

歳入歳出差額 △ 543 △ 650 △ 862 △ 777 △ 590 △ 910 △ 780 △ 1,115 △ 235 △ 589

△ 1,500

△ 1,000

△ 500

0

表B-3単位：百万円

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

その他市債 7,316 6,922 6,929 8,563 9,022 8,846 8,655 8,176 7,713 7,497

合併特例債 13,701 12,221 10,806 9,453 8,141 6,942 6,032 5,177 4,321 3,497

臨時財政債対策債 12,717 12,510 12,299 12,136 11,990 11,870 11,718 11,555 11,377 11,208

合計 33,734 31,653 30,034 30,152 29,153 27,658 26,405 24,908 23,411 22,202
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5,000
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表B-4単位：百万円

 

■推計差額の結果：前述の条件により推計を進めた結果、令和３年度以降の繰越金を除いた

歳入歳出差額は令和 12年度まで毎年マイナスとなる。 

■主な要因： 

・人口減少に伴う地方交付税の減少や市税の減少が予想される一方で、経常的にかかる経

費の減少が小さく、むしろ物件費や扶助費では今後も増加が見込まれること。 

・公共施設等総合管理計画で予定される長寿命化等の事業では、国県支出金や市債といっ

た財源があまり期待できず、一般財源によってその経費を賄わなければならないケース

が多くなること。 

ポイント 

 

■令和２年度までに発行した市債の償還計画に、歳入決算推計の市債について各事業の発 

行額とその償還計画を積み上げたものを足し合わせて推計。 

■合併特例債：令和２年度で発行期限を迎え、年々償還が進み残高は減少。 

■臨時財政対策債：各年度での発行額と償還額がほぼつり合い、若干の減少を続ける。 

■その他市債：令和６～７年度に統合給食センター建設を予定しているための発行が増加

するが、その後は新規の建設事業の予定が少ないため減少が続くと推計。 

ポイント 
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９）基金残高推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

その他基金 968 853 740 728 716 703 691 679 667 655

ふるさと応援 2,987 3,947 4,907 5,867 6,827 7,787 8,747 9,707 10,667 11,627

合併振興基金 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373

減債基金 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

財政調整基金 1,732 1,081 221 △ 554 △ 1,143 △ 2,054 △ 2,836 △ 3,949 △ 4,186 △ 4,775

合計 9,164 9,358 9,345 9,518 9,877 9,913 10,079 9,914 10,625 10,984

△ 10,000

△ 5,000
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表B-5単位：百万円

 

※実際には基金残高がマイナスになることはないが、資金が不足することを便宜的に表示。 

※歳入決算推計の繰入金による減額と歳出決算推計の積立金による増額に加え、歳入歳出

差額を財政調整基金の増減額として扱い推計。 

 ■財政調整基金：令和３年度以降の歳入歳出差額を財政調整基金で調整することとしたた

め、令和６年度には基金が枯渇し、それ以降は資金が不足する推計となった。なお、ふる

さと納税にかかる定期便分は、積み立てた次年度に同額を取り崩すため、結果的には基

金残高に影響を与えていない。 

 ■ふるさと応援基金：毎年の寄附額からふるさと納税推進事業費にかかる経費を差し引い

た 9 億 6,000 万円を毎年積み立てるとして推計。取崩しは推計に加えていないため年々

増加する推計となっている。 

 ■その他基金：運用益の積立てと事業充当のための取崩しにより、減少を続けると推計。 

ポイント 
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１０）健全化判断比率推計 

 

 

   

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

将来負担比率 79.4 74.1 73.4 79.9 75.3 73.7 72.5 72.7 66.0 63.3

実質公債費比率 11.7 11.3 10.5 10.1 9.8 9.8 9.9 10.2 9.9 9.9
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表B-6
将来負担比率

単位：％ 
実質公債費比率 

単位：％ 

 

※歳入歳出決算額推計及び市債残高推計の際に計算した数値を基に推計。 

■実質公債費比率：分子の大半を占める公営企業会計も含めた毎年度の元利償還金が減少

することに伴い低下していくものの、標準財政規模が縮小することで分母も減少するた

め 10.0％前後を推移する推計結果となった。 

■将来負担比率：公営企業会計も含めた市債残高が減少することに加えてふるさと応援基 

金の残高増加による充当可能基金の増加に伴い、改善が続く推計結果なった。  

ポイント 
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５．今後の財政状況の推計（シミュレーション２） 

 （持続可能な財政運営に向けた対応を実施） 

 

①．財政健全化に向けての目標設定 

  シミュレーション１のとおりに進めば、財政調整基金の枯渇により、早々に財政運営が立ち

いかなくなることは明白である。そこで、持続可能で健全な財政運営を行うために、以下のと

おり目標を設定し、目標を達成するための条件を組み込んだ推計（財政健全化推計）を行うこ

ととする。 

 

目標１ 財政調整基金残高 

  財政調整基金については、地方財政法第４条の４及び南魚沼市財政調整基金条例第６条にお

いて、その積立金の処分について以下のように定められている。 

 
  

第６条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。 

(1)  経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋め

るための財源に充てるとき。 

(2)  災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。 

(3)  緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要や

むを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 

(4)  長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 

 

～課題～ 

・現在までの財政運営において、平成 23 年７月新潟・福島豪雨災害の経験を基に、財政調整 

基金残高は最低でも 10億円を維持することを目標としてきた。また近年頻発する豪雨災害だ

けでなく、数年に一度発生する豪雪災害への対応も考えなくてはならない。 

・現在ではそれに加え、第３号に該当するものとして広域ごみ処理施設建設事業にかかる経費 

があるが、構成市町が変更となったために「シミュレーション１」では除外している。 

・しかし、令和２年 12月当時の計画で必要な一般財源を計算した結果、充てられる地方債を最 

大限発行したうえでなお 16 億円程度の一般財源が必要と試算されていた分の反映を考える

必要がある。 

 ※広域ごみ処理施設建設事業の財源内訳（R2.12当時の想定額）       （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 他団体負担金 市   債 一 般 財 源 

16,973 3,000 6,659 5,692 1,622 

・また、令和元年度から続く新型コロナウイルス感染症による全国的な景気低迷や、近年の異常

少雪による市内景気の低迷など、第１号に該当するものについても考慮する必要がある。 

 

 

南魚沼市財政調整基金条例 
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以上により、南魚沼市財政調整基金条例第６条に掲げる財源資金に充てるため、財政調整基

金残高の維持水準の目標を以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 健全化判断比率 

  現在、総合計画の指標として令和元年度の健全化判断比率の数値（実質公債費比率 14.0、将

来負担比率 106.5）を維持するとしており、これは最低限の目標とすべきものである。「表 B-6」

の健全化判断比率推計では、実質公債費比率、将来負担比率ともにその水準を達成できている。 

 ～課題～ 

■実質公債費比率： 

・当該年度の公債費の負担の状況を示すフロー指標であるが、その数値には当該年度以前の

借入が大きく影響。 

・計画期間における実質公債費比率に与える影響は、計画期間よりもむしろそれ以前の市債

発行額のほうが大きく、計画期間での市債発行額を増やしたとしても計画期間内の実質公

債費比率の増加は大きくはない。ただし、計画期間以後の数値に大きく影響を与えること

に注意しなければならない。 

 

■将来負担比率： 

・公営企業会計も含めた市債残高が減少することに加えて充当可能基金が増加することに伴

って改善する推計となっている。 

・基金残高に着目すると、「表 B-5」の基金残高推計では、財政調整基金残高がマイナスとな

っている一方でふるさと応援基金残高がそれを上回って大きく増加していることが、大き

な要因となっている。 

※ふるさと応援基金の取扱い 

・ふるさと応援基金残高は充当可能基金に分類されるものの、ふるさと納税の額に影響さ

れるため、制度の廃止や寄附額低下などにより大きく減少することが容易に想像でき、

加えてその使途を市債の償還に充てることについて寄附者の理解を得ることは難しく、

相応しくないものである。 

・使途については「財源の不足により進めたくても進められなかった事業の財源とする」

や「経常的な事業の財源とするのは適切でない」といった考えの基に寄附を受けたコー

スに合致した事業の財源としているところである。 

 

 

 

財政調整基金残高＝4 億円（第 1 号分）+10 億円（第 2 号分）+16 億円（第 3 号分） 

        ＝30 億円 

※なお、広域ごみ処理施設建設事業が順調に進んだケースでは令和 11 年度に建設が完了す

る見込みであることから、令和 11 年度末残高が 30 億円以上となることを目標とする。 

目標 
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【充当可能基金からふるさと応援基金を控除した推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上により、健全化判断比率の目標を以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ふるさと応援基金含む 79.4 74.1 73.4 79.9 75.3 73.7 72.5 72.7 66.0 63.3

ふるさと応援基金除く 103.6 105.4 110.9 123.7 125.3 130.8 137.2 145.0 146.2 151.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

表C-1
将来負担比率

単位：％ 

 

・ふるさと応援基金を除くと令和５年度には令和元年度の水準である 106.5％を超える。 

・ふるさと応援基金の性質を考えると、充当可能基金から除いた推計で令和元年度水準

を下回ることが好ましいといえる。 

・広域ごみ処理施設建設事業の財源として発行する市債による増加にも注意が必要。 

・令和 11年度に建設が終了した場合の将来負担比率に与える影響は、以前の建設計画を

参考に大まかな計算すると、35ポイント程度の上昇が見込まれる。 

・この増加は非常に大きく、ふるさと応援基金を除いた数値にこれを加えた場合に令和

元年度の水準を維持することは容易ではない。この大きな上昇は一時的なものと言え

るが、その影響がすべてなくなるには 20年かかることが予想される。 

・今までの計画期間である 10年間で元の水準まで戻せるように考えると、影響の半分程

度である 17.5ポイントの上昇を見込んだうえで令和元年度水準を下回ることが必要と

なってくる。 

ポイント 

①各年度において、令和元年度の水準（実質公債費比率 14.0％、将来負担比率 106.5％）

を下回ること 

 ②令和 11 年度の将来負担比率において、令和元年度の水準 106.5％を 17.5 ポイント以上

下回ること 

 ※ただし①，②共に、充当可能基金からふるさと応援基金を控除して計算する 

目標 
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②．財政健全化推計の条件設定 

①で設定した目標を達成するためには、歳入歳出差額を均衡させるだけでなく、財政調整基

金への積立てができるだけの余裕が必要。それには経常的経費、臨時的経費両方の削減と、

歳入の確保として、ふるさと応援基金繰入金の活用が欠かせない。 

１）経常的経費の削減 

 ～分析～ 

・経常的な財源である地方税や普通交付税が減少していく中では、経常的な経費の見直しは避

けられない。しかし、人件費及び除排雪経費を除いた維持補修費は減少傾向にあるものの、

補助費等は横ばい、物件費及び扶助費は若干の増加基調にある。 

 ・経常的な歳入の減少と経常的な歳出の減少がある程度釣り合うように経費の削減を行わなけ

ればならないが、扶助費や繰出金はコントロールすることが難しく、維持補修費は臨時的経

費の削減で施設の長寿命化・統廃合の先送りが必要となるためむしろ増加に転じることが予

想される。 

※以上により、人件費、物件費及び補助費等での削減が現実的となることから、健全化推計の

条件を以下の表のとおり設定する。 

性質別区分 条件設定 

人件費 
見直し前推計条件…令和３年度決算推計から毎年 0.5％減少を見込む。 

健全化推計の条件…毎年の減少割合を 0.7％と見込む。 

物件費 
見直し前推計条件…経常的経費は毎年 0.2％の増加を見込む。 

健全化推計の条件…経常的経費を毎年 0.3％削減で見込む。 

補助費等 
見直し前推計条件…企業会計補助金以外は同額で推移。 

健全化推計の条件…経常的経費を毎年 0.3％削減で見込む。 

 

２）臨時的経費の削減 

 ～分析～ 

 ・今回の推計で歳入歳出差額が大きくマイナスとなる主な要因は、公共施設等総合管理計画で

予定する長寿命化等の事業に係る経費について、国県支出金や市債といった財源が大きく不

足し、一般財源によってその不足を賄わなければならなくなっている点にある。 

 ・普通建設事業及び除却事業（物件費）のうち特定財源がないものについては、その多くを令

和 11年度以降に先送りする必要がある。 

・また、学校施設の長寿命化等については特定財源があるものの、負担が非常に大きいため、

やはりある程度の先送りが必要となってくる。 

※その具体的な金額を以下の表に示す。 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

先送額（単位：百万円） 439 652 707 519 887 1,078 1,217 197 60 

  ただし、長寿命化事業の先送りにより、維持補修費の増加は避けられなくなることから、そ

の影響を以下の表のとおり設定する。 



－19－ 

 

性質別区分 条件設定 

維持補修費 見直し前推計条件…除排雪経費以外は毎年 0.5％の減少を見込む。 

健全化推計の条件…除排雪経費以外は毎年 0.5％の増加を見込む。 

 

３）歳入の確保（ふるさと応援基金繰入金の活用） 

～分析～ 

・合併から令和２年度までは合併特例債、平成 28 年度は公共施設最適化事業債、平成 29 年度

から令和３年度までは公共施設等適正管理推進事業債といった対象範囲が広く交付税措置率

の高い地方債を活用することで多くの事業を進めてくることができてきた。 

・しかし推計を行っている現在において令和４年度以降は令和３年度以前ほどの地方債を活用

することが難しい状況であり、その結果臨時的経費の削減において普通建設事業を中心とし

た先送りを行わざるを得ない状況となっている。 

 ・臨時的経費の削減において普通建設事業を中心に先送りする条件を示したが、先送りばかり

では課題だけが残り、総合計画及び公共施設等総合管理計画の目的を達成することが困難と

なる。 

・そこで、総合計画及び公共施設等総合管理計画で予定されている事業の一部について、一定

のルールを設定したうえでふるさと応援基金繰入金を活用することで事業を進めていくこと

が欠かせない状況である。 

※以上により、計画期間に行うふるさと応援基金からの繰入金は、各年度で推計した普通建設

事業のうち一般財源で賄わなければならない額のおおよそ 35％程度としその額を以下の表の

とおり設定する。 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

繰入額（単位：百万円） 396 444 452 437 384 292 280 272 473 
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③．財政健全化推計 

  前項で示した条件設定を反映して推計しなおした財政健全化推計を以下に示す。 

 

１）歳入決算額推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

財産運用他 933 943 904 835 822 837 868 763 676 635

市債 2,324 1,907 2,198 3,633 2,577 2,115 1,639 1,485 1,706 1,686

繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰入金 927 775 819 727 712 659 567 555 547 748

寄附金 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

国県支出金 5,712 5,070 4,984 4,950 5,152 4,786 4,788 4,791 4,833 4,865

分担金他 1,227 1,264 1,273 1,332 1,226 1,202 1,187 1,181 1,141 1,139

地方交付税 11,410 11,097 10,704 10,619 10,588 10,209 10,225 10,095 10,043 9,958

譲与税他 1,739 1,727 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729

市税 6,806 6,717 6,963 6,867 6,872 6,874 6,776 6,775 6,776 6,678

合計 33,078 31,500 31,574 32,692 31,678 30,411 29,779 29,374 29,451 29,438
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表D-1単位：百万円

 

■推計結果：ふるさと応援基金からの繰入金を増額しているが、シミュレーション１（表 B-1）

と比較して総額自体はそれほど増加していない。 

■要因： 

・普通建設事業の先送りによりそれに伴う歳入として国県支出金や市債が減少。 

・市債発行額が減少することにより基準財政需要額の公債費が減少、そのため、普通交付税額も

減少。 

ポイント 
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２）歳出決算額推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

投資・出資金他 1,500 1,489 1,459 1,428 1,397 1,365 1,333 1,302 1,276 1,255

繰出金 2,174 2,226 2,239 2,251 2,263 2,276 2,288 2,301 2,313 2,326

公債費 4,183 4,177 3,989 3,877 3,923 4,067 3,622 3,302 3,290 2,841

災害復旧費 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

普通建設事業費 3,387 2,995 3,215 4,738 3,698 2,367 2,110 1,989 2,046 2,350

補助費等 4,379 3,899 3,808 3,752 3,812 3,794 3,783 3,787 3,785 3,748

扶助費 4,457 4,463 4,470 4,477 4,484 4,490 4,497 4,504 4,510 4,517

維持補修費 1,393 1,393 1,395 1,396 1,398 1,400 1,401 1,403 1,404 1,406

物件費 5,762 4,945 5,046 4,925 4,881 4,969 4,985 4,945 4,931 5,302

人件費 5,868 5,648 5,609 5,569 5,530 5,492 5,453 5,415 5,377 5,340

合計 33,200 31,332 31,327 32,510 31,483 30,317 29,569 29,045 29,029 29,182

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

表D-2単位：百万円

 

■推計結果： 

・経常的な経費の抑制に加え、普通建設事業及び除却事業の先送りにより総額はかなり抑え

られている。 

・市債の発行額が減った影響で公債費の額も減っており、その減少幅は年を追って大きくな

っている。 

ポイント 
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３）歳入歳出決算推計による歳入歳出差額 

 

 

 

 

 

 

 

４）市債残高推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

歳入歳出差額 △ 122 168 247 182 195 94 210 329 422 256

△ 200

△ 100

0

100

200

300

400

500

表D-3単位：百万円

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

その他市債 7,316 6,882 6,849 8,239 8,457 7,967 7,323 6,660 6,174 5,952

合併特例債 13,701 12,221 10,806 9,453 8,141 6,942 6,032 5,177 4,321 3,497

臨時財政債対策債 12,717 12,510 12,299 12,136 11,990 11,870 11,718 11,555 11,377 11,208

合計 33,734 31,613 29,954 29,828 28,588 26,779 25,073 23,392 21,872 20,657
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表D-4単位：百万円

 

■推計結果： 

・歳入歳出差額は大きく改善。シミュレーション１（表 B-3）ではすべての年度においてマイ

ナスとなっていたが、令和３年度を除く年度でプラスとなった。 

ポイント 

 

■推計結果： 

・シミュレーション１（表 B-4）での市債残高と比較すると、計画終期で 10 億 8,100 万円の

減少が見られる。 

・大型の建設事業である統合給食センター建設事業が予定される令和６、７年度ではゆるや

かだが、令和８年度以降の減少が顕著。しかし、早ければ広域ごみ処理施設建設が始まる時

期でもあることから、横ばい又は増加に転じることも想定される。 

 

ポイント 
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５）基金残高推計 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

その他基金 998 882 770 757 746 733 721 709 697 684

ふるさと応援 2,722 3,286 3,802 4,310 4,833 5,409 6,077 6,757 7,445 7,932

合併振興基金 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373 3,373

減債基金 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

財政調整基金 2,045 2,212 2,460 2,643 2,839 2,933 3,142 3,473 3,891 4,150

合計 9,242 9,857 10,509 11,187 11,895 12,552 13,417 14,416 15,510 16,243
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表D-5単位：百万円 

 

■推計結果：令和 11年度末の財政調整基金残高を 30億円以上と掲げた目標を、8億円上回る

形でクリア。 

ポイント 
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６）健全化判断比率推計 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

将来負担比率 101.5 97.8 96.0 101.1 96.9 94.2 91.2 87.9 84.1 82.6

実質公債費比率 11.7 11.4 10.6 10.2 9.9 9.8 9.9 10.1 9.8 9.6
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表D-6 実質公債費比率 

単位：％ 
将来負担比率

単位：％ 

 

■推計結果： 

・令和 11年度の将来負担比率において、令和元年度の水準 106.5％を 17.5ポイント以上下回

ること（89.0％以下）という目標は達成。 

・一般財源の不足を市債発行で補う必要があることを考えると、ストック指標である将来負

担比率をここからさらに減少させるためには、借入の際に設定する元金償還のペースを速

めることが必要。 

・実質公債費比率、将来負担比率共にほぼ横ばいで推移しているが、元金償還のペースを速め

ると将来負担比率は減少に向かうものの、実質公債費比率は上昇。 

・この条件の推計で実質公債費比率の上昇を抑えつつ将来負担比率を減少させていくために

は、交付税措置率の高い地方債を利用することが重要。 

・今後新たに、交付税措置率の高い有利な地方債が創設された場合には、今後計画する事業に

ついて実施時期を含めて再検討が必要。 

ポイント 
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６．歳入歳出当初予算額の目安 

 (シミュレーション２達成に向けた指標) 

 

１）考慮すべき点 

・シミュレーション２では、市財政を破綻させず持続的で健全な市財政を目指すために、決算

額等を推計し具体的な数値を示したが、その決算額の推計をもって当初予算額の目安として

編成した場合には、財政運営に支障をきたすこととなる。 

・年度の途中には当初想像し得ない様々な理由から予算に変更を加える必要が生じ、それによ

り予算の補正を行い、執行することで決算へと繋がっていくものである。 

・多くの場合、予算総額は補正により、年度末に近づくにつれて増加していく傾向にある。 

～対応策～ 

 ・シミュレーション２（決算額の推計）を導く前提となる当初予算額の目安を、過去の各年度

における当初予算－決算比較に基づいた予測によって、財政健全化推計（表 D-1、D-2）から

逆算する形で歳入歳出当初予算額の推計を行う。 

 

２）投資的経費の考え方 

 ①実施計画と公共施設等総合管理計画との関連 

実施計画では市民ニーズに対応し現実に即した計画とするため、３年間のローリングを採用

し、各事業の適切な進行管理を行っている。また、公共施設等総合管理計画で予定される事

業は、実施計画のローリングの中で精査され、実施計画事業として予算化、実施へと進んで

いくことになる。前述のとおり、公共施設等総合管理計画で予定される長寿命化・統廃合等

の事業には財源が伴わないものが多く、今まで以上に選択と集中が迫られてくる。 

今回の推計では普通建設事業（公共施設等総合管理計画含む）で使用できる一般財源額を、

平均 11億円程度（ふるさと応援基繰入金充当前額）で見積もっている。年度間の調整はある

ものの、その範囲での事業実施としながら最大の効果を発揮できるよう努めていくものとす

る。 

 

３）ふるさと応援基金の活用 

  ふるさと納税制度による寄附金を原資としたふるさと応援基金については、明確な活用の指

針を示していない。一方、今回の財政計画では、財源不足による実施計画及び公共施設等総合

管理計画からの事業実施の遅れを少しでも食い止めるため、一定の繰入れを行う推計としてい

る。ふるさと応援基金については、建設事業の財源や一時的なソフト事業の財源として活用し

ていくために、新たな指針・計画づくりが求められている。 

  今後策定されるふるさと応援基金についての指針・計画に実施計画及び財政計画が適切に反

映され、高い効果を発揮できるよう進めていく必要がある。 
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４）歳入当初予算額推計 

 

※歳入予算は、過大に見積もることで財源に不足が発生しないよう安全率を見て固く見積もる

必要がある。これは予定した歳入の不足により事業実施が不可能になるような事態を防ぐた

めである。ただし、国県支出金の一部や市債のように、歳出予算に紐づく歳入は、歳出予算

に比例するため予算額のほうが多い場合がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

財産運用他 907 868 798 786 800 831 727 639 599

市債 1,816 2,107 3,542 2,486 2,024 1,359 1,338 1,615 1,595

繰越金 150 150 150 150 150 150 150 150 150

繰入金 939 983 891 876 823 731 719 711 912

寄附金 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

国県支出金 4,722 4,662 4,747 4,937 4,650 4,728 4,730 4,772 4,804

分担金他 1,320 1,329 1,388 1,282 1,258 1,243 1,237 1,196 1,195

地方交付税 10,600 10,200 10,100 10,100 9,700 9,700 9,600 9,500 9,400

譲与税他 1,694 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696

市税 6,529 6,768 6,675 6,680 6,681 6,586 6,586 6,586 6,491

合計 30,677 30,763 31,987 30,993 29,782 29,024 28,783 28,865 28,842
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表E-1単位：百万円

 

■繰入金： 

・合併振興基金繰入金は 2億円として過去の当初予算と同じ額で見積もり。 

・ふるさと応援基金繰入金は補正分を 3,600万円として、その分減額した額で見積もり。 

・その他の基金は決算推計額を基本として、見積もり。 

・ふるさと納税にかかる定期便分を除いた財政調整基金繰入金は、歳入歳出差額をその額

として設定することとし、その額は後段③で示したとおり。 

■繰越金：過去の当初予算と同じく 1億 5,000万円で見積もり。 

■例年の予算調整と明確に違う点 

①ふるさと納税の寄附想定額（20 億円）を計上したうえで、そこから経費（8 億円）と次

年度に支払う経費として財政調整基金積立金（2 億 4,000 万円）を差し引いた額をふる

さと応援基金積立金（9億 6,000万円）に計上していること。 

②ふるさと納税にかかる定期便分を、歳入で財政調整基金繰入金（2 億 4,000 万円）に、

歳出で物件費（2億 4,000万円）に計上していること。 

③歳入歳出総額を同額とせず、歳入歳出差額を示していること（財政調整基金繰入金の額

として明示するため）。 

 

ポイント 
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５）歳出当初予算額推計 

 

 ※ 歳出予算は全体的に安全率を見て多めに見積もっている。これは、歳出予算の不足により

事業実施が不可能になるような事態を防ぐためである。特に人件費や物件費、補助費はその

傾向が強くなっている。一方、突発的な事態に対応する維持補修費、国の補正予算に対応し

て建設的な事業を実施するといった普通建設事業費では、当初予算が決算額よりも少ない傾

向にある。 

  災害復旧費は過去の予算調製と同じく 300万円で見積もった。 

 

６）財政調整基金繰入金による調整（歳入歳出差額） 

  当初の歳入歳出予算推計額から、歳入歳出差額は以下のようになった。     表 E-3 

  R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

財政調整基金繰入金 

（歳入歳出差額） 
△ 659 △ 591 △ 499 △ 465 △ 516 △ 578 △ 293 △ 196 △ 391 

  この額を歳入予算の繰入金（財政調整基金繰入金）に計上して、歳入歳出同額となる。 

  過去の当初予算での財政調整基金繰入金の状況は、平成 18年度から令和 3年度までの平均が

5億 4,200万円、最大が平成 24年度の 8億 5,000万円、最小が平成 22,23年度のゼロとなって

いる。過去の当初予算と比較して、最大を超えている年度はなく、令和９年度までは平均値前

後、10年度以降は平均値を大きく下回っており、許容できる範囲内であると考えられる。 

 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

予備費 61 61 61 61 61 61 61 61 61

投資・出資金他 1,489 1,459 1,428 1,397 1,365 1,333 1,302 1,276 1,255

繰出金 2,226 2,239 2,251 2,263 2,276 2,288 2,301 2,313 2,326

公債費 4,197 4,009 3,897 3,943 4,087 3,642 3,322 3,310 2,861

災害復旧費 3 3 3 3 3 3 3 3 3

普通建設事業費 2,695 2,915 4,438 3,398 2,067 1,810 1,689 1,746 2,050

補助費等 4,048 3,957 3,900 3,960 3,941 3,930 3,934 3,931 3,893

扶助費 4,488 4,495 4,501 4,508 4,515 4,522 4,528 4,535 4,542

維持補修費 1,283 1,286 1,289 1,293 1,296 1,299 1,303 1,306 1,310

物件費 5,107 5,232 5,059 5,013 5,107 5,173 5,131 5,117 5,507

人件費 5,739 5,698 5,659 5,619 5,580 5,541 5,502 5,463 5,425

合計 31,336 31,354 32,486 31,458 30,298 29,602 29,076 29,061 29,233
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表E-2単位：百万円
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７．まとめ 

  財政健全化推計として、令和 12年度までの財政運営をシミュレーション 1及び 2で行いまし

た。しかし、その推計にはふるさと応援基金からの繰入によって改善する面が大きいことは否

めません。本来はふるさと納税制度に頼らない財政運営を目指すべきで、更なる改善が必要で

す。南魚沼市の人口は、社会保障・人口問題研究所の推計よりも減少しており、現在の人口ビ

ジョンよりも人口減少が進行することも十分に考えられます。人口減少が進行すれば、それに

伴い市税や普通交付税を初めとする歳入の減少も進むことは間違いありません。 

  また財政健全化推計では、公共施設等総合管理計画で予定された事業の先送りを数多く提案

しています。これらの事業は本来計画された年度に実施されるべきものですが、財源の不足に

より先送りとせざるを得ませんでした。これらの事業を計画年度に実施するためには、「入るを

量りて出ずるを制す。」の基本に立ち返り、更なる経常経費の節減や財源の確保が不可欠となり

ます。 

   

【財政計画の位置付け】 
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